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令和２年 第１３回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和２年１２月２４日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和２年第１３回 

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ５ 報告第 ２号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号 農地法第５条の規定による許可指令書の返納届について 

日程第 ７ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可取消願について 

日程第 ８ 議案第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第 ４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第１１ 議案第 ５号 農用地利用集積計画について 

日程第１２ 議案第 ６号 非農地証明願について 

日程第１３ 議案第 ７号 農業振興地域整備計画の変更について 

 

１ 出席委員 （２３名） 

    １番 佐々木  栄 夫 委員、  ２番 佐 藤    勝 委員 

    ４番 佐々木    弘 委員、  ５番 遊 佐  一 成 委員、 

    ６番 菅 原  勝 宏 委員、  ７番 岩 淵  敬 一 委員、 

    ８番 米 山  嘉 彦 委員、  ９番 阿 部  一 信 委員、 

   １０番 曽 根  金 雄 委員、 １１番 三 浦  正 勝 委員、 

   １２番 鈴 木  和 子 委員、 １３番 芳 賀  博 秋 委員、 

  １４番 尾 形  陽一郎 委員、 １５番 髙 橋    寛 委員、 

  １６番 狩 野  善 典 委員、 １７番 佐々木  耕太郎 委員、 

  １８番 髙 橋  榮 一 委員、 １９番 岩 渕    弘 委員、 

   ２０番 三 浦    栄 委員、 ２１番 大 沢  純 香 委員、 

  ２２番 大 場  裕 之 委員、 

  ２３番 吉 田  優 俊 会長職務代理者、 

   ２４番 鈴 木  康 則 会長 
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２ 欠席委員 （１名） 

    ３番 熊 谷  ゆ り 委員 

 

３ 議事に参与した者 

   事務局長       二階堂    賢 

   事務局長補佐     小 山  雅 規 

   農地農政係 主 査  高 橋    潤 

   農地農政係 主 査  白 鳥    峻 

   農地農政係 主 事  千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事  菅 原  佑 太 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長 

 ご起立願います。 

 「ご苦労様です。」ご着席願います。 

 先日は連携会議ご苦労様でした。また、名取での新任委員研修会は、雪の中、大変お

疲れ様でございました。 

 それでは、只今から、令和２年 第１３回栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議長 

 ただいまの出席委員は、２３名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

議長 

 欠席の通告があります。 

 議席番号 ３番 熊 谷 ゆ り 委員から、所要のため欠席する旨の通告がございます。 

 

議長 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議案説明等のため、事務局長ほか関係職員を出席させております。 

 

議長 

 なお、新型コロナウイルス感染症 予防対策のため、会議場の換気をしております。 

 また、皆様にはマスク着用をお願いいたします。 

 会議については、迅速にかつ慎重に進めて参りたいと思いますので、ご協力よろしく

お願いいたします 
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議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、農業委員会会議規則第２７条の規定により 

 議席番号９番 阿 部 一 信 委員、議席番号１２番 鈴 木 和 子 委員の両名を指名い

たします。 

 

議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これに、ご異議ございません

か。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。 

 事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

 議案資料に基づき、令和２年１２月１日から令和２年１２月２８日までに実施及び、

実施予定の事務事業等の報告並びに、令和３年１月４日から令和３年１月２８日までに

予定している事務事業等について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告い

たします。 

 第１区の番号１番から１３番までの１３案件、第２区の番号１４番から３１番までの

１８案件、第３区の番号３２番から３６番までの５案件、併せて３６案件について、事

務局から報告いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、高清水地区の田 １筆 ４，３６０㎡、双方合意による農地法

第３条による賃貸借権解約の１案件、 

 番号２番は、高清水地区の田 ３筆 ２，２９１㎡、 

 番号３番は、高清水地区の田 １筆 １，５３０㎡、いずれも、売買のための基盤法

による賃貸借権解約の２案件、 

 番号４番は、高清水地区の田 １筆 ２，４５０㎡、 

 番号５番は、一迫地区の田 ５筆 ５，４６３㎡、 

 番号６番は、一迫地区の田 ３筆 ２，８２１㎡、 

 番号７番は、一迫地区の田 ４筆 ９，７１８㎡、 

 番号８番は、一迫地区の田 ４筆 ７，０７８㎡、 

 番号９番は、一迫地区の田 １筆 ６，１４４㎡、いずれも、双方合意による基盤法

による賃貸借権解約の６案件、 

 番号１０番は、瀬峰地区の田 ６筆 ６，６８８㎡、売買のための農地法第３条によ

る賃貸借権解約の１案件、 

 番号１１番は、瀬峰地区の田 ９筆 ７，２３９㎡及び畑 ６筆 ４，２９２．９㎡、

合計 １１，５３１．９㎡、 

 番号１２番は、瀬峰地区の田 ３筆 ３，０５５㎡、 

 番号１３番は、瀬峰地区の田 １０筆 ６，５１７㎡、いずれも、新たな賃貸借権設

定のための基盤法による賃貸借権解約の３案件、 

 第２区の番号１４番は、若柳地区の田 １筆 ３０４㎡、双方合意による農地法第３

条による賃貸借権解約の１案件、 

 番号１５番は、若柳地区の田 ４筆 ４，５６８㎡、 

 番号１６番は、若柳地区の田 ２筆 １，３５７㎡、 

 番号１７番は、若柳地区の田 ２４筆 １８，４７０㎡、及び畑 １筆 ４４９㎡、

合計 １８，９１９㎡、いずれも双方合意による基盤法による賃貸借権解約の４案件、 

 番号１８番は、若柳地区の田 １筆 ９７４㎡、売買のための基盤法による賃貸借権

解約の１案件、 

 番号１９番は、若柳地区の田 １４筆 １０，８５０㎡、及び、畑 １筆  

１，３５１．７４㎡、合計 １２，２０１．７４㎡、双方合意による農地中間管理事業

による配分計画のみの賃貸借権解約の１案件、 

 番号２０番は、若柳地区の田 １筆 ９８０㎡、 

 番号２１番は、金成地区の田 １筆 ３３８㎡、 

 番号２２番は、金成地区の田 ２筆 １，２００㎡、 

 番号２３番は、金成地区の田 ２筆 ２９７㎡、 

 番号２４番は、金成地区の田 １筆 ６８㎡、 

 番号２５番は、金成地区の田 １３筆 ５，２０５．４㎡、いずれも、双方合意によ

る基盤法による賃貸借権解約の６案件、 
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 番号２６番は、志波姫地区の田 １筆 １，０００㎡、贈与のための農地法第３条に

よる賃貸借権解約の１案件、 

 番号２７番は、志波姫地区の畑 １筆 １，２１１㎡、 

 番号２８番は、志波姫地区の田 ２筆 ２，３９０㎡、いずれも、双方合意による農

地法第３条による賃貸借権解約の２案件、 

 番号２９番は、志波姫地区の田 ２筆 １，７２１㎡、 

 番号３０番は、志波姫地区の田 ５筆 ６，３３８㎡、 

 番号３１番は、志波姫地区の田 １筆 ５００㎡、いずれも、双方合意による基盤法

による賃貸借権解約の３案件、 

 第３区の番号３２番は、栗駒地区の田 ５筆 ５，１４４㎡、 

 番号３３番は、栗駒地区の田 ７筆 １７，１１３㎡、 

 番号３４番は、栗駒地区の田 ５筆 ４，８８９㎡、いずれも、双方合意による農地

法第３条による賃貸借権解約の３案件、 

 番号３５番は、栗駒地区の田 １筆 ４３７㎡、売買のための基盤法による賃貸借権

解約の１案件、 

 番号３６番は、花山地区の田 １筆 ６０９㎡、及び、畑 １筆 １，１７６㎡、 

合計 １，７８５㎡、双方合意による農地法第３条による賃貸借権解約の１案件、 

 以上、３６案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、

報告を終わります。 

 

議長 

 日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 第２区の番号１番の案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、若柳地区の田 ３４筆 ２７，５８０㎡、及び、畑 ５筆  

２，９３５㎡、合計 ３０，５１５㎡、双方合意による農地法第３条による使用貸借権

解約の１案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります 

 

議長 

 日程第６、報告第３号 農地法第５条の規定による許可指令書の返納届について、を

報告いたします。 
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 第２区の番号１番・２番の２案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号 1番・２番は関連案件となり、いずれも所有権移転売買の案件で、番号

１番は、金成地区の田 １筆 ３９５㎡、申請地を購入後、業務用用地として転用し、

工場を建設する計画で、平成３１年３月１２日付けで許可を得ておりましたが、その

後、地盤調査により当該地が軟弱地盤であることが判明したため、事業計画の見直しが

生じ、取り下げを願い出た旨の１案件、 

 番号２番は、金成地区の田 １筆 １，５７４㎡、転用目的及び許可書返納理由につ

いては、１番と同様であるため省略する旨の１案件、以上２案件を報告。 

 

議長 

 これで、日程第６、報告第３号 農地法第５条の規定による許可指令書の返納届につ

いて、報告を終わります。 

 

議長 

 日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願について、を議題とい

たします。 

 第１区の番号１番の案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、所有権移転贈与の案件で、高清水地区の畑 １筆 ４８０㎡、

経営規模拡大のために所有権移転贈与する目的により令和２年９月２９日付で許可をし

ておりましたが、本来は売買での申請となるところ、贈与と内容に誤りがあったため、

許可の取消を願い出る旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願についての、番号１番

の案件は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 



 7 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願についての、

番号１番の１案件は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議長 

 日程第８、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 はじめに、第１区の番号１番から２４番までの、２４案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 １筆 １９９㎡、 

 番号２番は、築館地区の田 １筆 ２７６㎡、いずれも、相手方の要望による所有権

移転売買の２案件、 

 番号３番は、築館地区の田 １筆 ２，８５６㎡、耕作利便のためによる所有権移転

売買の１案件、 

 番号４番は、築館地区の田 １０筆 １２，２７８㎡、及び畑 ５筆 ４，２４３

㎡、合計 １６，５２１㎡、 

 番号５番は、築館地区の田 ２筆 １，７４８㎡、 

 番号６番は、築館地区の田 １４筆 １１，６６６㎡、及び畑 １０筆 ４，３９０

㎡、合計 １６，０５６㎡、いずれも、経営継承のための所有権移転贈与の３案件、 

 番号７番は、築館地区の田 ３筆 ５，２０６㎡、相手方の要望による賃貸借権設定

の１案件、 

 番号８番は、高清水地区の田 １筆 １，５３０㎡、経営の合理化のための所有権移

転売買の１案件、 

 番号９番は、高清水地区の田 ４筆 ５，０６０㎡、経営規模拡大のための所有権移

転売買の１案件、 

 番号１０番は、高清水地区の畑 １筆 １，０５２㎡、 

 番号１１番は、高清水地区の畑 ２筆 ６２３㎡、いずれも、相手方の要望による所

有権移転売買の２案件、 

 番号１２番は、高清水地区の田 ６筆 １２，７５４㎡、経営規模拡大のための賃貸

借権設定の１案件、 

 番号１３番は、一迫地区の田 １筆 ４，８７７㎡、及び畑 １筆 １５，３８８

㎡、合計 ２０，２６５㎡、 

 番号１４番は、一迫地区の畑 １筆 １４２㎡、 
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 番号１５番は、一迫地区の畑 １筆 ４６５㎡、いずれも、相手方の要望による所有

権移転売買の３案件、 

 番号１６番は、一迫地区の田 １筆 ９４８㎡、経営規模拡大のための所有権移転売

買の１案件、 

 番号１７番は、一迫地区の田 １筆 １，０１４㎡、 

 番号１８番は、一迫地区の田 １筆 １，５５２㎡、いずれも、耕作利便のためによ

る所有権移転贈与の２案件、 

 番号１９番は、一迫地区の田 １３筆 ２５，７２１㎡、及び畑 ３筆 ４，３９３

㎡、合計 ３０，１１４㎡、経営継承のための使用貸借権設定の１案件、 

 番号２０番は、瀬峰地区の田 ８筆 ６，０５１㎡、経営規模拡大のための所有権移

転売買の１案件、 

 番号２１番は、瀬峰地区の田 １筆 １，０２２㎡、耕作利便のためによる所有権移

転売買の１案件、市外居住者の取得となるが、譲受人は既に申請地隣接に農地を所有し

ており、耕作している方であるため、詳細説明は省略。 

 番号２２番は、瀬峰地区の田 １筆 ４０９㎡、 

 番号２３番は、瀬峰地区の田 １筆 ２８４㎡、いずれも、相手方の要望による所有

権移転贈与の２案件、 

 番号２４番は、瀬峰地区の田 ４６筆 ４７，３６３㎡、及び畑 ４筆 １，７７８

㎡、合計 ４９，１４１㎡、経営継承のための使用貸借権設定の１案件、 

 以上、２４案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る１２月１８日、議席番号１１番 三浦 正勝 委員、農地利用最適化推進委

員の 氏家 優一 委員、及び 鈴木 孝夫 委員が、現地確認調査を行っておりますので、

その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、１１番 三浦 正勝 委員から報告願います。 

 

１１番、三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦です。ただ今議長から指名がありましたので、報告いたします。 

 議案第２号については、去る１２月１８日の金曜日に４名にて、築館総合支所におい

て書類審査を行い、その後現地確認を行いました。 

 案件が多いので多少まとめて報告させていただきます。 

 番号１番から３番につきましては、労力不足や耕作不便のための所有権移転売買の案

件、４番から６番につきましては、同じ家族間の経営移譲による所有権移転贈与の案

件、７番は、近隣農家が賃貸借権を設定する案件、８番から１１番につきましては、労

力不足のための所有権移転売買の案件、１２番につきましては、労力不足による賃貸借

権設定の案件、１３番から１６番につきましては、労力不足のため、所有権移転売買の

案件、１７番から１８番につきましては、耕作利便のための所有権贈与の案件、１９番
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は、経営継承のための使用貸借権設定の案件であり、２０番は耕作不便のための売買の

案件ですが、許可に当たっては審査基準である全部効率利用要件や地域調和要件を勘案

します、と特に問題がないものと判断しました。２１番につきましては、先ほど事務局

から説明があったとおり市外居住者の売買ですが、申請地の隣接に既に取得者の農地が

あり、取得することにより一体利用が図られるものと確認できましたので、許可に当た

っては、特に問題がないものと判断しました。２２番・２３番は、労力不足、耕作不便

のための所有権移転贈与の案件、２４番は、経営継承のための使用貸借権設定の案件で

あり、許可に当たっては、全部効率利用要件や地域調和要件を勘案しますと、特に問題

がないものと判断しました。 

 以上、２４件につきまして、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号２５番から３８番までの１４案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号２５番は、若柳地区の田 ３４筆 ２７，５８０㎡、及び畑 ５筆 

２，９３５㎡、合計 ３０，５１５㎡、経営継承のための所有権移転贈与の１案件、 

 番号２６番は、若柳地区の田 １筆 １３４㎡、相手方の要望による賃貸借権設定の

１案件、 

 番号２７番は、若柳地区の田 ３筆 ８，５７１㎡、及び畑 １筆 ７８㎡、合計 

８，６４９㎡、経営継承のための使用貸借権設定の１案件、 

 番号２８番は、金成地区の畑 １筆 ２５２㎡、 

 番号２９番は、金成地区の田 ２筆 ２９７㎡、 

 番号３０番は、金成地区の田 ３筆 １，５５９㎡、いずれも、経営規模拡大のため

の所有権移転売買の３案件、 

 番号３１番は、金成地区の田 ８筆 ６，２３３㎡、経営規模拡大のための賃貸借権

設定の１案件、 

 番号３２番は、志波姫地区の田 １筆 ５００㎡、 

 番号３３番は、志波姫地区の田 ２筆 ９５３㎡、いずれも、経営規模拡大のための
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所有権移転売買の２案件、 

 番号３４番は、志波姫地区の田 １筆 １，０００㎡、相手方の要望による所有権移

転贈与の１案件、 

 番号３５番は、志波姫地区の田 １筆 ３，０１９㎡、及び畑 ２筆 ３０６㎡、 

合計 ３，３２５㎡、経営継承のための所有権移転贈与の１案件、 

 番号３６番は、志波姫地区の田 ２筆 ２，３９０㎡、経営の合理化による賃貸借権

設定の１案件、 

 番号３７番は、志波姫地区の畑 １筆 １，２１１㎡、経営規模拡大のための賃貸借

権設定の１案件、 

 番号３８番は、志波姫地区の田 ８筆 １６，４３１㎡、及び畑 ４筆 １，３５０

㎡、合計 １７，７８１㎡、経営継承のための使用貸借権設定の１案件、 

 以上、１４案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る１２月２１日、議席番号 ２番 佐藤 勝 委員、農地利用最適化推進委員の 

佐々木 剛 委員、及び鈴木 伸 委員が、現地確認調査を行っておりますので、その結果

の報告をお願いいたします。 

 

 それでは、２番 佐藤 勝 委員から報告願います。 

 

２番 佐藤 勝 委員 

 議案第２号、農地法第３条による許可申請については、去る１２月２１日の月曜日に

４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号２５番から３８番の詳細につきましては、事務局から説明があったとおりです

が、２５番・２８番・２９番・３０番・３２番・３３番・３４番・３５番は、労力不足

や財産処分による売買や贈与、親子間の経営移譲による贈与となっており、許可に当た

っては審査基準である全部効率利用要件や地域調和要件を勘案しますと特に問題がない

ものと判断しました。また、２６番・２７番・３１番・３６番・３７番・３８番につき

ましては、相手方の要望や経営継承、規模拡大、経営の合理化などが理由であり、許可

に当たっては特に問題がないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 
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議長 

質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号３９番から４２番までの、４案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号３９番は、栗駒地区の田 １筆 ４３７㎡、経営規模拡大のための所有

権移転売買の１案件、 

 番号４０番は、栗駒地区の田 ４筆 ９，２００㎡、 

 番号４１番は、栗駒地区の田 ５筆 ５，１４４㎡、いずれも、相手方の要望による

賃貸借権設定の２案件、 

 番号４２は、栗駒地区の田 １筆 １，１１２㎡、経営規模拡大のための賃貸借権設

定の１案件、 

 以上、４件の説明と許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る１２月２１日、議席番号１３番 芳賀 博秋 委員、農地利用最適化推進委

員の 佐藤 憲一 委員、及び 高橋 茂 委員が、現地確認調査を行っておりますので、そ

の結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、佐藤 憲一 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 憲一 推進委員 

 議案第１号については、去る１２月２１日の月曜日に４名にて、鶯沢総合支所におい

て、書類審査を行いました。 

 番号３９番から４２番については、４件とも規模拡大と労力不足のためであり、いず

れも、特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番か

ら４２番までの４２案件は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。  
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  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第８、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての、 

番号１番から４２番までの４２案件は、原案のとおり、許可することに決定いたしまし

た。 

 

議長 

 日程第９、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 第２区の番号１番・２番の２案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１番は、金成地区の田 １筆 ３，０３９㎡を業務用地として転用し、

貸付用大型自動車の駐車場を造成するものでありますが、既に着手していることから、

追認という形で始末書を提出させている。 

 農地区分は、周囲を山林、原野、雑種地等に囲まれた生産性の低い小集団農地である

ため、第２種農地で取り扱う旨の１案件、 

 なお、本案件は３，０００㎡を越えていますので、令和３年１月１９日に開催される

宮城県農業会議常設審議委員会において、意見聴取する案件となっている。 

 番号２番は、志波姫地区の畑 １筆 ２４０㎡を住宅用地として転用し、自家用車用

駐車場と物置を造成するものであります。 

 農地区分は、周囲を宅地等に囲まれた生産性の低い小集団農地であるため、第２種農

地で取り扱う旨の１案件、 

 以上、２案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐々木 剛 推進委員から報告願います。 

 

 

佐々木 剛 推進委員 

 議案第３号については、去る１２月２１日の月曜日に４名にて、書類審査及び現地確

認を行いました。 

 番号１番については、詳細は、事務局から説明があったとおりで、事前着工でありま

すので、始末書を提出させたとのことでございます。 



 13 

 ２番については、住宅に隣接しており生産性の低い野菜畑にも向かないような場所で

ありまして、道路に面して駐車場及び物置に最適な場所ということで転用の申請があっ

たもので、特に問題はなく、許可してよいものと判断してまいりました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請についての、番号１番・

２番の２案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請についての、 

番号１番・２番の２案件は、原案を可とすることに決定しました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第１０、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題とい

たします。 

 

 はじめに、第１区の番号１番から３番までの、３案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

 

事務局 

第１区の番号１番は、使用貸借権設定の案件で、築館地区の畑 ６筆 ４９７．９２

㎡を住宅用地として転用し、一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものです。 

 農地区分は、周囲を宅地に囲まれた生産性の低い小集団農地となるので、第２種農地

に該当する旨の１案件、 
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番号２番・３番は関連案件で、地上権設定の２案件となっており、２番は、築館地区

の田 １筆 ９０２㎡を業務用地として転用し、太陽光発電施設を設置して、売電収入

を得るものであります。 

 番号３番は、築館地区の田 １筆 １，１２４㎡、転用目的等は２番と同様であるの

で省略、 

 農地区分は、いずれも、都市計画区域内で準工業地域に指定されている地域内の農地

であるので、第３種農地に該当する旨の２案件、 

 以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、氏家 優一 推進委員から報告願います。 

 

氏家 優一 推進委員 

 議案第４号については、去る１２月１８日の金曜日に４名にて、築館総合支所におい

て、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１番については、現地確認をしますと、西側に住宅、北側・東側が畑に面してお

りました。 

 その間に住宅を建設する計画でございます。汚水は下水道に排水するということで、

周囲への影響もなく、転用許可に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 番号２番・３番の件については、現地確認をしますと地目は田ですが、第３種の農地

になります。既に番号３番の隣接地には太陽光発電施設があり、そこに同じく太陽光発

電施設を建設する計画であります。排水は既存の排水路に流すということなので、周辺

農地には影響を与えないことを確認できましたので、転用許可に当たっては特に問題が

ないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号４番から６番までの、３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第２区の番号４番は、所有権移転売買の案件で、若柳地区の田 １筆 ３３０㎡及び

畑 ２筆 ４１６㎡、合計 ７４６㎡を業務用地として転用し、太陽光発電施設を設置

して、売電収入を得るものであります。 

 農地区分は、生産性の低い小集団農地ですので、第２種農地で取り扱う旨の１案件、 

 番号５番は、賃貸借権設定の案件で、若柳地区の田 １筆 ６２３㎡、及び畑 ３筆 

１，７５８㎡、合計 ２，３８１㎡を業務用地として一時転用するもので、公共工事に

伴う仮設現場事務所の設置及び駐車場を造成するものであります。 

 農地区分は、農地の広がりがある第１種農地に該当しますが、期間を限定しての一時

転用なので、不許可の例外規定として取扱う旨の１案件、 

 番号６番は、所有権移転売買の案件で、志波姫地区の畑 1筆 ２，７２７㎡を業務

用地として転用し、自営業の来客用等駐車場を造成するものであります。 

 農地区分は、農地の広がりがある第１種農地に該当しますが、集落と接続しているこ

とから不許可の例外規定として取扱う旨の１案件、 

 以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐々木 剛 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 剛 推進委員 

 議案第４号については、去る１２月２１日の月曜日に４名にて、書類審査及び現地確

認を行ってまいりました。 

 ４番については、農地を取得して太陽光パネルを設置するということでございます。

場所は、河川堤防のすぐ隣で生産性の低い土地であり、隣接地には既に太陽光発電施設

が設置されており、そこを拡張するという案件であります。 

 ５番については、若柳地区幼保一体施設の建築造成のための工事用車両駐車場及び仮

事務所を一時的に設置する案件でございます。 

 ６番については、現在、居住者がなく空き家になっている家屋及び畑を活用するとい

うことで、アパートや住宅に囲まれた生産性の低い土地で、事務局が説明した営業をし

たいということでございます。 

 いずれも、許可に当たっては、特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 
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  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号７番から９番までの、３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号７番は、使用貸借権設定の案件で、栗駒地区の田 １筆 ３４４㎡を、

業務用地として転用し、自営業の工事用資材置場を造成であります。 

 なお、当該場所については、農地パトロールの際に発見した案件で、既に造成され工

事用資材等が置かれていたことから、使用者に確認したところ、今後も資材等置場とし

て使用したいということで、始末書の提出を求め、追認という形で今回の申請となった

もの。 

 農地区分は、山林等の農地以外の土地に分断された生産性の低い小集団農地ですの

で、第２種農地に該当する旨の１案件、 

 番号８番は、使用貸借権設定の案件で、栗駒地区の田 １筆 １，９６９㎡のうち、 

１０３．５㎡を業務用地として一時転用するもので、携帯電話基地局の設置工事に伴う

作業ヤードとして使用するものであります。 

 農地区分は、栗原市農業振興地域整備計画の農用地区域となっておりますが、転用期

間が４ヶ月間の一時転用となるので、不許可の例外として取り扱う旨の１案件、 

 番号９番は、所有権移転贈与の案件で、鶯沢地区の田 1筆 ４５９㎡を譲り受け、

住宅用地として転用し、一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものであります。 

 農地区分は、１０ヘクタール以上の農地の広がりがある第１種農地に該当しますが、

集落に接続しての転用であることから不許可の例外として取扱う旨の１案件、 

 以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、高橋 茂 推進委員から報告願います。 

 

高橋 茂 推進委員 

 議案第４号については、去る１２月２１日の月曜日に鶯沢総合支所において、４名に

て、書類審査及び現地確認を行ってまいりました。 

 ７番については、詳細は事務局が説明したとおりですが、既に造成済みであることを

確認し、現場に資材や工事看板等が置かれておりました。 

 ８番・９番については、詳細は事務局が説明したとおりで、工事はこれからというこ

とでしたが、周囲には影響がないものと確認しました。 
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 いずれも、許可に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番か

ら９番までの９案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請についての、

番号１番から９番までの９案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する

案件がありますので、はじめに、審議を行います。 

 

 第１区の番号５番を審議いたします。 

 議席番号１０番 曽根 金雄 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時２９分）（１０番 曽根 金雄 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後 ２時２９分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号５番は、築館地区の田 １４筆 ９，８９９㎡、更新の賃貸借権設定で

ある旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号５番の案件は、原案を

可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号５番の１案

件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号

１０番 曽根 金雄 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時３０分）（ 曽根 金雄 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後 ２時３１分） 

 次に、第１区の番号１２番を審議いたします。 

 議席番号５番 遊佐 一成 委員は、議事参与の制限に当たりますので退席願います。 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時３１分）（ ５番 遊佐 一成 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後 ２時３１分） 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１２番は、一迫地区の田 ４筆 ９，７１８㎡、新規の賃貸借権設定で

ある旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１２番の案件は、原案

を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１２番の１

案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号

５番 遊佐 一成 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時３２分）（ 遊佐 一成 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後 ２時３２分） 

 次に、第１区の番号１５番を審議いたします。 

 議席番号２０番 三浦 栄 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時３３分）（ ２０番 三浦 栄 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後 ２時３３分） 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１５番は、一迫地区の田 １筆 ２，０７９㎡、更新の使用貸借権設定

である旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１５番の案件は、原案

を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１５番の１

案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号

２０番 三浦 栄 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時３４分）（ 三浦 栄 委員、着席） 

 

会議開始から１時間以上が経過しましたので、ここで、午後２時４５分まで、休憩と

いたします。（休憩：午後２時３４分から２時４５分まで） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後 ２時４５分） 

 

 次に、第２区の番号４５番を審議いたします。 

 議席番号１８番 髙橋 榮一 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時４５分）（ １８番 髙橋 榮一 委員、退席） 
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議長 

 会議を再開いたします。（午後 ２時４６分） 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号４５番は、金成地区の田 ２５筆 ２３，４７０㎡、新規の賃貸借権設

定である旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号４５番の案件は、原案

を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号４５番の１

案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号

１８番 髙橋 榮一 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時４７分）（ 髙橋 榮一 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後 ２時４８分） 

 次に、第２区の番号４６番から４９番までの４案件を審議いたします。 

 議席番号 ２番 佐藤 勝 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時４８分）（ ２番 佐藤 勝 委員、退席） 
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議長 

 会議を再開いたします。（午後 ２時４９分） 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号４６番は、金成地区の田 ８筆 ４，５３７㎡、 

 番号４７番は、金成地区の田 １筆 ３，２８５㎡、 

 番号４８番は、金成地区の田 ３筆 ２，５７４㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の３案件、 

 番号４９番は、金成地区の田 ９筆 ５，７１０㎡、更新の賃貸借権設定である旨の

１案件、 

 以上、４案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号４６番から４９番まで

の４案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号４６番から

４９番までの４案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号

２番 佐藤 勝 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後 ２時４９分）（ 佐藤 勝 委員、着席） 

 



 23 

議長 

 会議を再開いたします。（午後 ２時５０分） 

 次に、第１区の番号１番から４番までの４案件、番号６番から１１番までの６案件、

番号１３番・１４番の２案件、及び番号１６番から２６番までの１１案件、合わせて、

２３案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 ５筆 ８，１８９㎡、所有権移転売買である旨

の１案件、 

 番号２番は、築館地区の田 ７筆 ２０，３６１㎡、及び畑 １筆 ５，９１２㎡、 

合計 ２６，２７３㎡、 

 番号３番は、築館地区の田 １筆 ３，３９３㎡、 

 番号４番は、築館地区の田 ２筆 ２，０３７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の３案件、 

 番号６番は、築館地区の田 ２筆 ４，９３９㎡、更新の賃貸借権設定である旨の１

案件、 

 番号７番は、高清水地区の田 ３筆 ２，２９１㎡、 

 番号８番は、高清水地区の田 ２筆 １，１８８㎡、 

 番号９番は、高清水地区の田 ２筆 ７０５㎡、いずれも、所有権移転売買である旨

の３案件、 

 番号１０番は、高清水地区の田 １筆 ９，８９８㎡、新規の賃貸借権設定である旨

の１案件、 

 番号１１番は、高清水地区の田 ８筆 ９，７４５㎡、更新の賃貸借権設定である旨

の１案件、 

 番号１３番は、一迫地区の田 ８筆 ４，９３３㎡、及び畑 １筆 ５，９１２㎡、 

合計 ２６，２７３㎡、 

 番号１４番は、一迫地区の田 ４筆 ８，２０５㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の２案件、 

 番号１６番は、一迫地区の田 １筆 ２，２６７㎡、 

 番号１７番は、一迫地区の田 ７筆 １９，９０８㎡、 

 番号１８番は、一迫地区の田 １２筆 １８，８０８㎡、 

 番号１９番は、一迫地区の田 ６筆 １３，０９０㎡、 

 番号２０番は、一迫地区の田 １筆 ２０９㎡、 

 番号２１番は、一迫地区の田 ８筆 １４，５８７㎡、いずれも、農地中間管理事業

による新規の賃貸借権設定である旨の６案件、 

 番号２２番は、瀬峰地区の田 ５筆 １，８４６㎡、所有権移転売買である旨の１案

件、 
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 番号２３番は、瀬峰地区の田 ２筆 ２，０９６㎡、 

 番号２４番は、瀬峰地区の田 ９筆 ７，２３９㎡、及び畑 ６筆 ４，２９２．９

㎡、合計 １１，５３１．９㎡、 

 番号２５番は、瀬峰地区の田 ３筆 ３，０５５㎡、 

 番号２６番は、瀬峰地区の田 １０筆 ６，５１７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の４案件、 

以上、２３案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号２７番から４４番までの１８案件、及び、番号５０番から５６番

までの７案件、合わせて、２５案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号２７番は、若柳地区の田 １筆 ９７４㎡、 

 番号２８番は、若柳地区の田 １筆 １，０１４㎡、 

 番号２９番は、若柳地区の田 ８筆 ６，９４５㎡、いずれも、所有権移転売買の３

案件、 

 番号３０番は、若柳地区の田 ３筆 ３，１７６㎡、 

 番号３１番は、若柳地区の田 ５筆 ３，１７７㎡、 

 番号３２番は、若柳地区の田 ４筆 １，４８３㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の３案件、 

 番号３３番は、若柳地区の田 ９筆 ６，２８９㎡、 

 番号３４番は、若柳地区の田 １２筆 ７，４９６㎡及び畑 １筆 １，５０４㎡、

合計 ９，０００㎡、 

 番号３５番は、若柳地区の田 １１筆 １６，３７０㎡及び畑 ４筆 １，３７４㎡、

合計 １７，７４４㎡、 

 番号３６番は、若柳地区の田 １５筆 １０，９０５㎡、及び志波姫地区の田 ７筆 

９，０５７㎡、合計 １９，９６２㎡、 

 番号３７番は、若柳地区の田 １４筆 １３，４５１㎡、及び志波姫地区の田 ２筆 

１，９３９㎡、合計 １５，３９０㎡、 
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 番号３８番は、若柳地区の田 ２８筆 １９，３３１㎡、畑 ６筆 ４，００１㎡、

及び、志波姫地区の田 １筆 １，１２５㎡、合計 ２４，４５７㎡、いずれも、農地

中間管理事業による新規の賃貸借権設定である旨の６案件、 

 番号３９番は、若柳地区の田 １２筆 １２，０１３㎡、及び志波姫地区の田 ２筆 

９１８㎡、合計 １２，９３１㎡、新規の賃貸借権設定である旨の１案件、 

 番号４０番は、金成地区の田 １５筆 ５，３１８．４㎡、 

 番号４１番は、金成地区の田 ２筆 １，２００㎡、 

 番号４２番は、金成地区の田 ３筆 １，５０２㎡、いずれも、所有権移転売買であ

る旨の３案件、 

 番号４３番は、金成地区の田 １３筆 ９，４６４㎡、 

 番号４４番は、金成地区の田 ３３筆 ２８，９３１㎡、いずれも、新規の賃貸借権

設定である旨の２案件、 

 番号５０番は、志波姫地区の田 ３筆 ４，００４㎡、 

 番号５１番は、志波姫地区の田 ６筆 １４，３４８㎡、 

 番号５２番は、志波姫地区の田 ５筆 ６，６１３㎡、 

 番号５３番は、志波姫地区の畑 １筆 １６８㎡、 

 番号５４番は、志波姫地区の田 １７筆 １５，６５６㎡、いずれも、新規の賃貸借

権設定である旨の５案件、 

 番号５５番は、志波姫地区の田 １３筆 ２１，９３６．８㎡、及び畑 １筆 

３，５８３㎡、合計 ２５，５１９．８㎡、 

 番号５６番は、志波姫地区の田 １筆 ３，９６２㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の２案件、 

 以上、２５案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号５７番から６６までの１０案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号５７番は、栗駒地区の田 ４筆 ７，７２８㎡、 

 番号５８番は、栗駒地区の田 ２筆 ５，９７６㎡、 
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 番号５９番は、栗駒地区の田 ２筆 １，７６３㎡、 

 番号６０番は、栗駒地区の田 ２筆 ５，８５０㎡、 

 番号６１番は、栗駒地区の田 １筆 ８０２㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る旨の５案件、 

 番号６２番は、鶯沢地区の田 ４筆 ８，１４５㎡、 

 番号６３番は、鶯沢地区の田 １２筆 ２８，０４４㎡、 

 番号６４番は、鶯沢地区の田 １筆 ５１８㎡、 

 番号６５番は、栗駒地区の田 ２筆 ４９１㎡及び鶯沢地区の田 ９筆 ５，３２０

㎡、合計 ５，８１１㎡、 

 番号６６番は、鶯沢地区の田 ５筆 １１，９１３㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の５案件 

 以上、１０案件を説明。 

  

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から４番までの 

４案件、番号６番から１１番までの６案件、番号１３番・１４番の２案件、番号１６番

から４４番までの２９案件、及び番号５０番から６６番までの１７案件、合わせて５８

案件については、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から 

４番までの４案件、番号６番から１１番までの６案件、番号１３番・１４番の２案件、

番号１６番から４４番までの２９案件、及び番号５０番から６６番までの１７案件、 

合わせて５８案件については、原案を可とすることに、決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１２、議案第６号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から５番までの５案件を審議いたします。 
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 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の畑 １筆 １０㎡、願出地は、昭和４３年頃に近隣

店舗への進入路及び宅道として整備され、現在に至るものであり、宅地への地目変更を

願い出た旨の１案件、 

 番号２番は、築館地区の畑 １筆 １，０２３㎡、願出地は、昭和５０年頃から労力

不足により耕作できなくなり、その後、徐々に山林化し、現在に至るものであり、山林

への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号３番は、築館地区の田 ３筆 １２，１１２㎡及び畑 １筆 １，４１７㎡、合

計 １３，５２９㎡、願出地は、平成１２年頃から労力不足により耕作できなくなり、

その後、原野化し、現在に至るものであり、原野への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号４番は、築館地区の田 １筆 ２，８３５㎡、願出地は、昭和６３年頃から近隣

の墓地の駐車場として利用され常態化し現在に至るものであり、雑種地への地目変更を

願い出た旨の１案件、 

 番号５番は、一迫地区の田 １筆 ５８７㎡、願出地は、平成３年頃から労力不足に

より耕作できなくなり、その後、原野化し、現在に至るものであり、原野への地目変更

を願い出た旨の１案件、 

 以上、５案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、鈴木 孝夫 推進委員から報告願います。 

 

鈴木 孝夫 推進委員 

 議案第６号、非農地証明願については、去る１２月１８日の金曜日に４名にて、書類

審査及び現地確認を行いました。 

 番号１番の案件の詳細については、事務局から説明があったとおりで、現地を確認し

ますと、参考資料１８ページの現況写真のとおり、昭和４３年頃から近隣店舗や駐車場

の進入路に整備され現在に至ったものです。許可に当たっては特に問題がないものと判

断いたしました。 

 ２番の案件についても事務局から説明があったとおりですが、積雪量が多く森林から

落ちた雪だまりで、現地に行けませんでした。参考資料２３ページの現況写真を見てい

ただきますと、昭和５０年頃から労力不足で耕作が出来なくなり、山林化して現在に至

るもので、農地に復旧することは難しいと判断いたしました。許可に当たっては、特に

問題がないものと判断いたしました。 

 ３番の案件についても事務局から説明があったとおりですが、積雪量が多く途中から

除雪されておらず道幅が分からなかったため、現地には行けませんでした。 
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 参考資料２８・２９ページの現況写真を見ていただきますと、平成１２年頃から労力

不足で耕作が出来なくなり、原野化したもので、農地に復旧することは難しいと判断い

たしました。許可に当たっては、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ４番の案件についても事務局から説明があったとおりで、現地を確認しますと、参考

資料３４ページの現況写真、３５ページの航空写真のとおり下宮野の墓地の向い、築館

から栗駒線道路に面する場所ですが、駐車場に整備されており近隣の墓地駐車場と思

い、ほとんどの人が駐車していました。転用された昭和６３年頃から現在に至るもので

あります。許可に当たっては、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ５番の案件についても事務局から説明があったとおりで、現地を確認しますと、参考

資料３９ページの現況写真のとおり平成３年頃から労力不足で耕作が出来なくなり、原

野化したもので、農地に復旧することは難しいと判断いたしました。許可に当たって

は、特に問題がないものと判断いたしました。 

以上、１番から５番について、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号６番・７番の２案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号６番・７番は関連案件となっており、番号６番は、若柳地区の畑 ２筆

１０４㎡、願出地は、昭和３８年頃から住居の進入路として使用され、現在に至るもの

であり、雑種地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号７番は、若柳地区の畑 １筆 ８㎡、願出地は、昭和５４年頃から地域の生活道

路の一部として利用されて現在に至るものであり、雑種地への地目変更を願い出た旨の

１案件、 

 以上、２案件を説明。 

  

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、鈴木 伸 推進委員から報告願います。 
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鈴木 伸 推進委員 

 議案第６号については、去る１２月２１日の月曜日に４名にて書類審査及び現地確認

を行いました。 

 番号６番の件については、現地を確認いたしますと、現地写真のとおり住居の接続道

として使用されていることが確認できました。 

 番号７番の件につきましても、地域生活道路の一部に利用されていることが確認でき

ました。 

 ６番・７番ともに農地に復元するのは困難だと考えますので、許可に当たっては、特

に問題ないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号８番から１０番までの３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号８番は、栗駒地区の田 １筆 １，１０５㎡、願出地は、昭和４９年頃

に事務所及び倉庫を建築し、それ以降、宅地敷きとして利用され、現在に至るものであ

り、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号９番は、鶯沢地区の田 １筆 ５３５㎡、願出地は、昭和５０年に隣接地に居宅

を建築した際に宅地への通路及び庭として造成し、現在に至るものであり、宅地への地

目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号１０番は、花山地区の田 ２筆 ９１３㎡、願出地は、平成１３年頃から労力不

足により耕作できなくなり、その後、原野化し、現在に至るものであり、原野への地目

変更を願い出た旨の１案件、 

 以上、３案件を説明。 

  

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、１３番 芳賀 博秋 委員から報告願います。 
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１３番 芳賀 博秋 委員 

 議案第６号については、去る１２月２１日の月曜日に４名にて３案件について、書類

審査及び現地確認を行いました。 

 番号８番については、参考資料１８・１９ページの位置図と公図を対比して見れば、

図上の宅地５８－３と願出地５５－３に建造物がコの字型に一体化して現存しておりま

した。また、構造物の前面は一部敷き砂利、一部アスファルト舗装が施されておりまし

て、現在は営業の痕跡が見当たらない状況であります。併せまして建物の利用度も非常

に低いと確認してきました。これらにより農地に復元することは困難であろうと思うこ

とから、許可に当たっては認めることが妥当であると判断してまいりました。 

 ９番については、参考資料１１ページの公図上で願出地４７－１、ここだけを見てい

ただきますと５３５㎡でございます。現状は、宅地前の進入路と庭としての利用でござ

いまして、生活環境としては良好なことが確認できました。参考資料１５ページの現況

写真を見ていただいても結構かなと思います。また、周辺の農地は良好な農用地で現に

耕作されており、願出地からの環境影響はないものと確認してまいりました。よって、

こちらも農地に復元することは困難なために、許可に当たっては認めることが妥当であ

ると判断してまいりました。 

 １０番については、道路に接している願出地の２箇所に関して２０年ほど前から耕作

をやめたようで、現地は積雪があり、詳細まで確認できませんでしたが、参考資料２５

ページと２６ページの現況写真及び航空写真で確認しますと、荒廃化が進んでいること

を物語っているものと思われます。また、願出地の周辺は山林で囲まれておりまして、

日照、気候、水利などの耕作条件等を勘案してみましても農地に復元することは難しい

と考えますので、許可に当たっては、特に問題ないものと判断いたしました。 

 以上、３件についてご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第６号 非農地証明願についての、番号１番から１０番までの１０案

件は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 
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議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１２、議案第６号 非農地証明願についての、番号１番から１０番ま

での１０案件は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議長 

 日程第１３、議案第７号 農業振興地域整備計画の変更について、を議題といたしま

す。 

 第１区の番号１番の１案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 はじめに、本日審議いただく案件については、令和２年１２月８日付で、市長から当

委員会会長宛に諮問されたものであります。 

 農用地利用計画の今回の変更面積については、農用地から農業用施設用地への用途区

分の変更で、１３３．７５ａとなっております。用途変更の案件のみですので、全体の

面積についての増減はございません。 

 諮問におきましては、他法令との調整がなされた実現可能かつ具体的な転用計画があ

るか、について意見を求められております。 

番号１番、築館１は、用途変更申出の案件で、築館地区の田 ３筆 １３，３７５㎡、

事業計画者の所有する焼却施設からの焼却熱を利用し、コーヒー豆の栽培を行うため、

栽培用の鉄骨ハウス１９棟、資機材置場、駐車場及び通路を建築造成するため、農用地

から農業用施設用地への用途区分の変更である旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、１１番 三浦 正勝 委員から報告願います。 

 

１１番 三浦 正勝 委員 

 議案第７号、農業振興地域整備計画の用途区分の変更については、去る１２月１８日

の金曜日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 １番の案件については、議案書９６ページの用途区分変更の意見書に記載のとおり、

面積 １３，３７５㎡の農振農用地及び周囲の農地を活用し、鉄骨ハウス１９棟、資材

置場、駐車場、通路を整備しコーヒー豆を栽培するものです。 

 現地を確認しますと、現在は休耕田となっており、当日は積雪のため全体の確認は出

来ませんでしたが、雑草が生い茂っている状態でした。優良農地としての広がりはある

ものの農業用施設としての用途であり、周辺農地に特段影響を与えるものではないと判

断いたしました。また、他の土地利用規制もないため他法令との調整に問題がなく実現
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可能かつ具体的な転用計画であると判断しましたので報告いたします。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―｢質疑なし｣の声― 
 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第７号 農業振興地域整備計画の変更についての、番号１番の案件

は、問題なしと意見を附し、栗原市長に通知することに、ご異議ございませんか。 
 

  ―「異議なし」の声― 
 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１３、議案第７号 農業振興地域整備計画の変更についての、番号１

番の案件は、問題なしと意見を附し、栗原市長に通知することに決定いたしました。 

 

議長（会長） 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

 これで、令和２年 第１３回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

  ＜ 午後 ３時 ２８分 閉会 ＞ 

 

本会議の顛末を記録し、その正当なることを証するためここに署名捺印する。 
 

 

          議     長                 

 

 

          議事録署名委員                 

 

 

          議事録署名委員                 


